
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント重要事項説明書

あなたに説明する重要事項は以下のとおりです。

１．事業所の概要
東根市地域包括支援センター中央は、東根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱第２条第１号に基
づき、社会福祉法人東根市社会福祉協議会が開設したものです。

（事業者）

運営主体の法人名（事業者名） 社会福祉法人東根市社会福祉協議会

法人所在地 東根市中央一丁目３番５号

代表者名 会長　土田正剛

電話番号 ０２３７－４１－２３６１

設立年月 昭和４３年８月

（事業所）

事業所名 東根市地域包括支援センター中央

管理者の役職・氏名 介護支援専門員　　大滝　志織

電話番号 ０２３７－４２－３９３９

ファックス番号 ０２３７－４３－２３３１

メールアドレス higashine-houkatsu@rhythm.ocn.ne.jp
介護予防支援事業所番号 ０６０１７０００１６

開設年月日 平成18年4月1日

２．事業の目的及び運営方針

３．事業所の職員体制

管理者 1名 事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

事業の目的
利用者（要支援状態、もしくは総合事業対象者となった場合）に適正な介護予防支援・介護
予防ケアマネジメント（以下「ケアマネジメント」という。）を提供することを目的とする。

運営方針

・利用者の生活機能の低下、重度化を予防し、自分らしい生活の実現ができるよう、心身の
状態の維持、改善に配慮して支援を行うこととする。
・利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、適切なサービスが総合的か
つ効率的に利用できるように支援を行うこととする。
・ケアマネジメントの提供にあたっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立
場に立って、提供されるサービスなどが特定の種類又は、特定のサービス事業者に不当に
偏することのないよう、公正中立に行うこととする。
・事業の運営にあたっては、行政、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービ
スを含めた地域におけるさまざまな取り組み等との連携に努める。

主任介護支援専門
員

1名
以上

包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用
したケアマネジメント体制の構築を支援することに専門性を有する。

介護支援専門員
1名
以上

主任介護支援専門員の仕事を補完しながら、介護予防支援・介護予防ケアマネ
ジメント業務を実践していく。

保健師
1名
以上

介護予防支援・総合事業、給付等が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切な
マネジメントを行うことに専門性を有する。

社会福祉士
1名
以上

相談を総合的に受け止め、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぐとと
もに、虐待など高齢者の権利擁護に努めることに専門性を有する。



ケアプラン作成後の
便宜の供与

利用者及びその家族等、介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行い、ケアプ
ランの実施状況を把握し、ケアプランの目標に沿ってサービスが提供されるよう介護予
防サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利用者の意思を確認し、要介護・要
支援認定の更新等に必要な援助を行うものとする。

ケアプランの変更
利用者がケアプランの変更を希望した場合、または事業者がケアプランの変更が必要
と判断した場合、事業者と利用者双方の合意に基づき、ケアプランを変更することをい
う。

料金について

４．当事業所が提供するサービスと料金
事業者は、介護予防サービス計画（以下「ケアプラン」という。）の作成、ケアプラン作成後の便宜の供与及び
ケアプランの変更を行うこととする。

ケアプランの作成

家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境などを把握したうえで、ケア
プラン及びその他の必要な福祉・保健医療サービスが総合的かつ効率的に提供される
ように配慮して行うものとする。入院する必要が生じた場合には、担当介護支援専門員
の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所へ伝えるよう依頼する。利用者の心身の状
況、置かれている環境などを把握し、ケアプラン及びその他の必要な福祉・保健医療
サービスが総合的かつ効率的に提供するように配慮して行うものとする。

山形県国民健康保険団体連合会

東根市健康福祉部福祉課介護保険係

介護予防支援・総合事業に関するサービスの利用料金については、原則として介護保険制度から全額給付さ
れるため、自己負担はありません。但し、保険料の滞納などにより法定代理受領ができなくなった場合、別表
の料金をいただき、後日、東根市の窓口より全額払い戻しを受けていただくことがあります。

５．通常の事業の実施地域および営業時間
通常の事業の実施地域 東根地区、神町地区

山形県福祉サービス運営適正化委員会

東根市中央一丁目３番５号　東根市地域包括支援センター中央窓口設置場所

苦情処理対応時間 平日　午前８時３０分～午後５時１５分

連絡先
TEL：０２３７－４２－３９３９
FAX：０２３７－４３－２３３１

苦情処理担当者 管理者　　大滝　志織

営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分（但し、電話等により24時間常時連絡可能）

６．介護予防支援事業所の業務の委託
ケアプランの作成、ケアプラン作成後の便宜の供与及びケアプランの変更は、東根市内外の居宅介護支援事
業所に委託することができるものとする。この場合、委託先の事業所名を提示することとする。

営業日 月曜日～金曜日（但し、祝祭日、１２月２９日～１月３日は除く）

行政機関その他の苦情
処理受付機関

東根市中央一丁目１番１号
０２３７－４２－１１１１

寒河江市大字寒河江字久保６
０２３７－８７－８００６

山形市小白川町二丁目３番３１号
０２３－６２６－１７５５

８．虐待の防止のための措置に関する事項

７．苦情申立窓口、苦情処理の対応手順
サービスをご利用された際の苦情に関して、市町村、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場
合には、それに従って必要な改善を行うこととする。

※担当者が不在で対応できない場合においては、他の職員がこれにあたることとする。



11．個人情報の使用に対する同意について

９．事故発生時の対応

10．その他運営に関する重要事項

利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、事業者は次のとおり必要な措置
を講じる。

・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について担当職
員に周知徹底を図る。
・虐待防止のための指針を整備する。
・虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
・高齢者虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を設置する。
・虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力す
るよう努める。

地域包括支援センターには、業務を遂行するうえで知り得た利用者又はその家族の情報について守秘義務が
ある。しかし、適切なケアマネジメントを行ううえで、連携を取る必要のある機関に対して、必要な情報を、同意
を得たうえで使用させていただくこととする。

本書2通を作成し、それぞれ1通を保管するものとする。

事業者は、契約者に対する介護予防支援サービス等の提供により事故が発生した場
合、また介護サービス提供中に症状の急変や緊急事態が生じた場合は速やかに主治
医や家族、市町村に連絡をするとともに、必要な措置を講じることとする。また、当該事
故により契約者に賠償すべき結果が発生した場合には速やかに損害賠償を行うことと
する。

事故発生時の対応

・職員は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
・事業者は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、職員でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容と
する。

ハラスメントの防止対策

・事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくり
を目指す。
・利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行
為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止する。

守秘義務

資質の向上
事業所は、介護支援専門員、保健師及び社会福祉士の資質向上を図るために研修
の機会を設けるものとする。



会長  土　田　正　剛           印

令和 年 月 日

　当事業所は、契約者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供開始に当り、

事業所所在地
事業者

（職名）

に対して、本書面に基づき上記の事項について説明致しました。

東根市中央一丁目３番５号（ふれあいセンター１階）
東根市地域包括支援センター中央
社会福祉法人　東根市社会福祉協議会

㊞

㊞

契約者の家族

住所

氏名

氏名

説明者

（氏名） ㊞

私は、本書面に基づいて事業者から上記事項について説明を受けました。
私は、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの利用を申し込み、サービス提供開始に同意します。

契　約　者
契約者の家族

契約者

住所



【別 表】 

 

（介護予防サービス計画費の額） 

介護予防支援 4,420円 

初回加算 3,000 円 

委託連携加算 3,000 円 

高齢者虐待防止措置未実施減算（※） 
所定単位数の 100分の１に

相当する単位数を減算 

業務継続計画未策定減算（令和７年４月から）（※） 
所定単位数の 100分の１に

相当する単位数を減算 

※要件に該当する場合のみ減算 

 

 

（第１号介護予防支援事業支給費の額） 

ケアマネジメントＡ 

（原則的な介護予防ケアマネジメント） 
4,420円 

ケアマネジメントＣ 

（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 
4,420円 

初回加算 3,000 円 

高齢者虐待防止措置未実施減算（※） 
所定単位数の 100分の１に

相当する単位数を減算 

業務継続計画未策定減算（令和７年４月から）（※） 
所定単位数の 100分の１に

相当する単位数を減算 

※要件に該当する場合のみ減算 


